
 

 

 

 

 

 

１ 開 会    事務局長 伊勢 厳則（大樹町役場 企画商工課長） 

 

２ 委嘱状の交付 

 

３ あいさつ   大樹町長 酒森 正人 

 

４ 第６期大樹町総合計画策定審議会について 報告済 

 （１）審議会の設置                             【資料１】 

 （２）策定の基本方針                            【資料２】 

 （３）策定体制                               【資料３】 

   【質疑応答】なし 

 

５ 協議事項 承認 

 （１）策定審議会役員の選任について（条例第５条第１項関係） 

   策定審議会役員は、次のとおり決定する。 

   会 長   尾 藤 宏 樹    

   副会長  各部会長が就任する   

   諮問書の交付 

   あいさつ   会長 尾藤 宏樹 

 （２）策定審議会部会の設置について 

  ①部会の設置及び所掌事項について（条例第７条第２項及び第３項関係）   【資料４】 

   【質疑応答】 

   委員 ：各部会は、町職員のみで構成されるのか、委員も含めて構成されるのか。 

   事務局：委員 40 名を各部会に振り分けさせていただく予定であり、この後に部会の 

       構成を決定させていただきたい。 

  ②部会構成及び部会役員の選任について（条例第７条第３項及び第４項関係） 【構成案】 

   部会構成は、別添の構成案のとおり決定する。 

   部会役員は、次のとおり決定し、策定審議会役員（副会長）を兼ねる。 

   副会長   廣 瀬 庄 治   （総務部会長） 

   副会長   大 井 英 則   （保健福祉部会長） 

   副会長   坂 井 正 喜   （産業経済部会長） 

   副会長   菊 池   功   （生活環境部会長） 

   副会長   袴 田   孔   （教育部会長） 

 

第１回 

第６期大樹町総合計画策定審議会 議事録 
                   

          日時：令和４年 12 月１日 午後１時 30 分～午後２時 30 分 

            場所：大樹町福祉センター 中会議室 



６ 第５期大樹町総合計画の達成度調査結果（速報）について 報告済           【資料５】 

   【質疑応答】なし 

 

７ まちづくりアンケート調査結果（速報）について 報告済            【資料６】 

   【質疑応答】 

   委員 ：アンケート調査結果は、いつ完成するのか。 

   事務局：年内を目途に分析を終わらせて、年明けには完成する予定としている。 

   委員 ：アンケート調査にあった自由意見については、整理してあるのか。 

   事務局：自由意見は、これから整理して、報告書に掲載する予定としている。 

   事務局：アンケート調査結果は、完成次第、委員の皆様へ配布させていただきたい。 

 

８ 今後のスケジュールについて 報告済                    【資料７】 

   【質疑応答】 

   委員 ：住民ワークショップ等で出てきた意見等については、基本構想等の策定に 

       反映させることができるのか。 

   事務局：12 月から町職員で構成される策定委員会において、基本構想等の庁内案を 

       作成していく予定としており、住民ワークショップ等で出てきた意見等に 

       ついても十分に考慮させていただきたい。また、来年度開催予定の審議会 

       や各部会において基本構想骨子案を提案させていただくので、委員の皆様 

       にも検討していただきたい。 

   委員 ：町内に在住する若者や女性は、意見があってもどこにどのように伝えたら 

       良いのかわかっていない方が多いので、若者や子育て世代の女性を意図的 

       に集めて住民ワークショップを実施するなど、開催方法を工夫してほしい。 

       また、委員の皆様にも町民の皆さんの声を拾いに行っていただきたい。 

   事務局：住民ワークショップの参加者募集については、広報紙に掲載させていただ 

       いている。先程のご意見を踏まえて、できるだけ様々な世代の方のご意見 

       を聴くことのできる環境を作れるよう、開催方法を工夫できないか検討さ 

       せていただきたい。 

   事務局：委員の皆様においても、様々な世代の方を連れて、住民ワークショップに 

       ご参加いただき、ご意見を賜りたい。 

 

９ その他 

 （１）第６期大樹町総合計画に係るご提案等について              【意見書】 

   【質疑応答】 

   委員 ：意見がある場合、この意見書はいつまでに提出すれば良いのか。 

   事務局：基本構想等の策定に係る審議会又は各部会での資料とするため、ご意見等 

       がある場合は、令和５年１月末までにご提出願いたい。 

 

10 閉 会    事務局長 伊勢 厳則（大樹町役場 企画商工課長） 


